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新型コロナウイルス感染症の影響により、イベントなどが変更または中止となる場合があります。

●推計人口：83,195人 ●世帯数：42,819世帯 ●面積：4.84㎢

天王寺区の統計

●天王寺区役所 ・ 保健福祉センター
　〒543-8501 真法院町20-33
●ホームページ www.city.osaka.lg.jp/tennoji

天王寺区役所

（令和3年11月1日現在）

天王寺

ご存じですか？
天王寺区

「見守り相談室」は、地域と福祉をつなげます！

あなたやご家族、地域で、「いつもと何かが違うかも？」と気づいたら、気軽にご相談ください。

I 区社会福祉協議会 ゆうあい（六万体町5-26）　L 6774-3385  K 6774-3399

①要援護者名簿を作り、日頃の見守りや災害時に
　役立てます。

②地域で孤立し困っている方を、見守り支援ネット
　ワーカーが訪問し、必要な支援につなげます。

③認知症の方が行方不明になった時に、早期発見・
　保護につなげます。

④75歳以上の高齢者世帯などが安心して暮らせる
　よう、地域の見守りサポーターにつなげます。

現在、見守りを希望されている方で情報に変更がある
方や、過去、不同意にしたけれど見守りを希望される方
は、見守り相談室までご連絡ください。ワーカー

写真・特徴などを
事前登録

見守り相談室から
同意書郵送

見守り訪問に
かかる同意確認

見守り相談室から
同意書郵送

名簿の整備に
かかる同意確認

協力者へのメール送信

見守り
サポーター

体調を気遣ってくださるだけでなく、心配事
から他愛ない話までいろいろ話せて、来てく
ださるのが楽しみです。新型コロナウイルス
ワクチン接種の予約の仕方が分かりにくく
困っていましたが、見守りサポーターさんが
親切に教えてくださって助かりました。

見守り希望者

支援が必要な
要援護者

同意書提出

同意書提出

要援護者名簿

見守り相談室

保護（家族・警察）
協力発見

見守り活動等
地域に提供

孤立して
困っている世帯

見守り活動や関係機関等

75歳以上のひとり暮らし、または
75歳以上の方だけでお住まいの世帯

地域の見守りサポーター
による見守り

訪問先の方から「毎月お
会いするのが楽しみ。 い
つも見守り活動をしてく
ださって心強い」と感謝
の言葉をいただき、私も
嬉しくなりました。

お知らせ
令和3年（2021）12月1日　No.307号3

毎月第4日曜日（今月は12月26日）は9：00〜17：30まで区役所を開庁しています。毎週金曜日は19：00まで開庁時間を延長しています。
お取り扱いできない業務もありますので、詳しくはお問い合わせください。　 問合せ  企画総務課（庶務）　 L 6774-9625
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　追加接種（3回目）を希望される
方、 また1回目・2回目の接種を
希望される方
へのご案内は、
9面をご覧くだ
さい。

新型コロナウイルス
感染症のワクチン接種
のお知らせ
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P…  要予約（相談日当日９:00から先着順で電話予約）　※ 定員８組、相談時間の指定はできません。
★  相談をご希望の方が多数おられる場合は、 12:50ごろより、１階受付場所にて番号札をお配りします。

実施日 時　間 受　付
弁護士による 
法律相談 P

7日㈫、8日㈬、 
16日㈭、24日㈮ 13:00～ 17:00 区役所6階 61番窓口

社会保険 
労務士相談★ 13日㈪

13:00～ 16:00
※ 受付は15:30
まで

区役所１階
区民情報コーナー

不動産相談★ 14日㈫

税理士相談★ 15日㈬

行政書士相談★ 22日㈬
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専門相談員が電話、ファックス、電子メール、面談で相談をお受けします。区役所での
相談を希望される方は電話、ファックスで事前にお申し込みください。

I�大阪市人権啓発・相談センター（西区立売堀4-10-18�阿波座センタービル1階）
L�６５３２-７８３０　K�６５３１-０６６６　H�7830@osaka-jinken.net

相談時間／�平日�9:00�～21:00、�日曜日�・�祝日�9:00�～17:30　休館日�土曜日、12月29日㈬�～１月3日㈪

１２月４日㈯  ～１０日㈮は人権週間です
思いやりの心・かけがえのない命を大切にし、誰もが住みやすい、活力と魅力あふれる
元気な大阪市をいっしょに築いていきましょう。

専門相談員による
人権相談


